
C2 24 経 済

専門(多肢選択式)試験問題

注 意 事 項

1es問 題 は46題(46ペ ージ)あ ります。

問題 は必 須 問踵31題(No.1～No。31)と 選 択 問 題15題(Nσ 。32

～No 。46)に分 か れ てい ます 。選 択 問題 につ い て は任 意 の9題 を解

答 し,必 須 問題 と合計 して40題 を解 答 して くだ さい。

なお,選 択 問題 につい て は,9題 を超 えて解答 して も超 えた分 に

つ いて は採 点 され ませ ん。

2.解 答時間は正味3時 間30分 です。

3.こ の問題集 は,本 試験種 目終了後 に持 ち帰 りができます。

4.本 試験種 目の途中で退室す る場合 は,退 室時の問題集の持ち帰 り

はで きませんが,希 望する方には後 ほど渡 します。別途試験官の指

示た従 って ください。なお,試 験時間中に,こ の問題集 を切 り取 っ

た り,転 記 した りしないで ください。

5.下 欄 に受験番号等 を記入 して ください。

第1次 試験地

舞レー

試験の区分

経 済

受験番号

ζ,・22

氏 名

解/㌶
指示 がある まで中 を開 いてはいけ ません。

途中で退室する場合………本試験種目終了後の問題集の持ち帰りを 希望 しない



[No.1】Aさ ん とB君 が それ ぞれ 予算Mを 使 ってX財 とY財 を消費 す る ときの効 用 最大化 問題

を考 える。X財 の消費 量 をxと し,Y財 の消費 量 をyと す る と,Aさ んの効 用関数 は σ(x,y)=〉 厨

で与 え られ,B君 の効 用 関数 はV(x,y)=min{x,y}で 与 え られ る。X財 の消 費 量 を横 軸 にY財

の消費 量 を縦軸 に とっ た図 に おい て,X財 の価 格 のみ が変化 した ときの 価格 消 費 曲線(予 算 一 定 の

下 で価 格 が変化 す る際 の最適 消費 の点 の軌跡)に 関 す る次 の記述 の うち,妥 当 な の は どれ か。

、 な お,価 格 はゼ ロ よ り大 き く無 限 大 よ り小 さい範 囲 で考 える。 また,予 算 はゼ ロ よ り大 きい もの

とす る。

1.Aさ んの価格消費曲線は原点を通る直線上にあり,B君 の価格消費曲線 も原点を通る直線上に

ある。

2.Aさ んの価格消費曲線は原点を通る直線上にあり,B君 の価格消費曲線は横軸 と平行な直線上

にある。

3.Aさ んの価格消費曲線は横軸 と平行な直線上にあり,B君 の価格消費曲線は原点を通る直線上

にある。

4.Aさ んの価格消費曲線は横軸 と平行な直線上にあり,B君 の価格消費曲線も横軸と平行な直線

上にある。 ・

5・Aさ んの価格消肇曲線は縦軸 と平行な直線上にあり・B君 の価格消費曲線は横軸と平行な直線

上 に あ る。

〔No.2】 あ る消費 者 は全 て の所得 でX財 とY財 を購 入 す る。 図の 曲線 ε4は,こ の消費 者 のX

財 に関す るエ ンゲル 曲線 を表 した もので あ る。 これ に関 す る次 の記 述 の うち,妥 当な の は どれ か。

所

1.a点 で は,X財 は上 級財 で あ り,Y財 は必 需 品で ある。

〆 α点鴛 測 は聯 であり測1ま 下級財である・
3.ろ 点 で は,x財 は上級 財 で あ り,Y財 は下 級財 で ある。

4.ろ 点 で は,X財 は奢修 品 で あ り,Y財 は上 級財 で ある。

5.ろ 点 で は,X財 は下 級財 で あ り,Y財 は奢修 品で ある。
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【No.3】 あ る企 業 が 資本 と労働 を用 いて生 産 を行 っ てお り,そ の 生産 関数 が

よ よ

Y=K3L3(Y:産 出量,K:資 本 量,L:労 働量)

で示 され て い る。 また,資 本 と労 働 の単 価 は それ ぞれ2,54で あ る。 この企 業 が12の 産 出量 を達

成 しよ う とす る場 合 の費 用 を最小 化 した い。 この とき,最 適 資本 量 はい くらか。
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KNo.4〕 完 全競 争 市場 で の企 業 の利 潤 最 大 化 行 動 を考 え る。xを 生 産 量 とす る と,費 用 関 数 が

C(x)=κ3-4x2+8x+6で 表 され て い る。 この とき,生 産 中止(操 業 停 止)価 格 はい くらか 。

なお,生 産 量が ゼ ロ の とき の費 用 も上 記 の費 用 関数 で 表 され る とす る。
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【No.5】 政 府 が 有料 道路 の料 金体 系 を検 討 して い る。 この道 路 の平 日の車 の通 行量 を κで表 し,

週 末 の車 の通 行 量 を 夕で表 す 。 また,平 日の通 行料 金 を カで表 し,週 末 の通行 料 金 を σで 表 す と,

この有料 道路 の需 要 関数 は

x〒20一 力

y=12-q

で表 され る とす る。道 路 を管 理 運営 す るた めの費 用Cは,平 日 と週 末 の通 行 量 によ って決 ま り,

C=κ2十xy十y2と な る。

社 会 的余剰 を最 大 にす るよ うな料 金体 系 として正 しい の は どれ か。

1.(∫ 》,(Z)=(10,6)

2.(p,q)=(10,10)

3.G),(7)==(12,8)

4.(∫),(1)=(14,10)

5.(∫),(7)=(16,8)

【No.6〕 図は,あ る独占市場に関するものであり,Dは 需要曲線,MRは 限界収入曲線,MC

は当初の限界費用曲線を表している。いま,政 府によって納税義務者を企業 とする従量税が課され,

限界費用曲線がMC!ヘ シフトした。このとき,課 税前と比較 した総余剰の減少分(A)及 び税収の

大きさ(B)を 示したものの組合せとして妥当なのはどれか。
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[No.7】 議会の分析をゲーム理論を使って行 う。A党 とB党 が単独では法案を通すことができな

いので,そ れぞれの主張する法案を相手に承認 してもらおうと交渉している。議会のルールは以下

のとおりに明示的に決 まっており変更できない。

① まずA党 がB党 の主張するb案 を承認するか,そ れとも拒否するかを決める。承認した場合,

交渉は終了魅b案 が議会で可決されることになる。4

②A党 がB党 の主張するb案 を拒否した場合,今 度はB党 がA党 の主張するa案 を承認するか,

それとも拒否するかを決める。承認した場合,交 渉は終了し,a案 が議会で可決されることに

なる。拒否した場合は,ど ちらの法案も議会で否決されることになる。

それぞれの党は自分の主張する法案が可決されることを望む。しかし,ど ちらの法案 も否決され

るより,相 手の党の法案が可決される方を好むとする。具体的には,自 分の党の主張する案が可決

された場合 は3の 利得,相 手の党の主張する案が可決された場合は1の 利得,そ して,両 方の案が

否決された場合はゼロの利得を得るとする。このとき,.ゲーム埋論では何が起こると分析するか。

これに関するア,イ,ウ の記述のうち,妥 当なもののみを全て挙げているのはどれか。

ア.部 分ゲーム完全均衡においては,B党 がa案 を承認することが結果として必ず起こる。

イ.,A党 がb案 を承認することが結果 として起 こるナッシュ均衡が存在する。

ウ.純 粋戦略のナッシュ均衡においては,結 果 として両方の案が杏決されることはない。

【No.8】 期 待効 用理論 に従 う投 資 家 が,手 持 ち資 金100万 円 を株 式又 は預 金 の いず れか一 方 に全

て投 資 す る。株 式 の場 合,1年 後 の配 当 を含 めた リター ンは,確 率Pで120万 円 にな り,確 率1-p

で90万 円 に な る とす る。一 方,預 金 の場 合,そ の金 利 は確 実 で 年率5%と す る。 これ に関 す るA

～Dの 記 述 の うち,妥 当 な ものの み を全 て挙 げて い るの は どれか。

A.P-Sの とき,91t資家鞭 金より株式への投資を好蹴 鰍 聾 的である・

B.カ ー告 のとき,投 資家鞭 金より株式への投資を好めば 鰍 回勘 である・

・.・-9の とき,投 資家が預金より株式への投資を好めば 鰍 齪 的である・

D.P・-li一 のとき,投 資家が預金より株式への投資を好めば 危険回勘 である・

1.A

2.C

3.A,C

4.B,C

5.B,D

1.ア

2.ア,イ

3.ア,ウ

4.イ,ウ

5.ア,イ,ウ

7
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〔No.9〕 名 目利 子 率 が ゼ ロ の下 限 に直 面 し,「 流 動 性 の罠」の状 況 が 生 じて い る。 そ の とき の金

融 ・財 政 政策 の効 果 につ いて,IS-LM分 析 に基 づ き考 える。 これ に関す るA～Dの 記 述 の うち,

妥 当 な もの のみ を全 て挙 げて い るの は どれ か。

た だ し,利 子率 を縦 軸,国 民 所 得 を横 軸 とす る と,IS曲 線 は右 下 が りで あ り,LM曲 線 の水 平

部 分 で交 わ って い る もの とす る。 また,物 価 水準 は一 定 とす る。

〔No。10】 あ るマ クロ経 済 にお いて,求 人 数 γ と求職 者 数 σ の問 に成立 す るベ バ リ ッジ曲線 が,

以 下 の式 で表 され る とす る。

logioV=2-10gloσ

この マ ク ロ経 済 にお け る総 人 口 が100,労 働 力 人 口が50で あ る とき,摩 擦 的 ・構造 的 失 業 に対

応 す る 自然 失業 率 はい くらか。

A.流 動性の罠の状況において,中 央銀行が貨幣供給量を増加させる金融緩和は,国 民所得を増

加させる上で無効である。

B.流 動性の罠の状況において,民 間経済主体の貨幣需要は飽和しているため,中 央銀行による

金融緩和は,民 間経済主体の資産選択において貨幣から貨幣以外の金融資産への代替をもたら

す。

C.流 動性の罠の状況において,政 府ぶ財政支出を増加させることは,国 民所得を増加させる効 噛

果を持っ。

D.流 動性の罠の状況において,財 政政策によるクラウディング ・アウトは生 じない。
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[No.11】 名 目利 子 率 が金融 政策 に よ りゼ ロ に固定 されて い る状 況 を考 える。 フ ィ ッシ ャー方 程式

が成 立 す る場 合 にお い て,(A)期 待 イ ンフ レ率 がマ イ ナス3%で あ る とき,実 質利 子 率 はい く らか。

また,(B)期 待 イ ン フレ率 が2%に 上昇 した ときに は,実 質 利 子率 はい くらにな るか 。(A),(B)

それ ぞれ にお け る実 質利 子率 の組 合 せ として妥 当 なの は どれか 。

(A)

1.3%

2.3%

3.3%

4.マ イ ナ ス3%

5.マ イ ナ ス3%

(B)

マイ ナス1%

マイ ナス2%

2%

2%

1%

[No.12】 ライフサイクル仮説に従って消費と貯蓄の計画を立てる家計を考える。この家計の稼得

期間は30年,引 退期問は20年 である。稼得期間には毎年400万 円の所得があると想定される一方,

引退期間には全 く所得がない。この家計は稼得期の最初に3,000万 円の資産を有している。また,

子孫には何らの資産 も残さないものとする。稼得期の最初における,こ の家計の所得に対する長期

の限界消費性向(想定年収の限界的変化に対する毎年の消費の限界的変化)はいくらか。

ただしヅこの家計は生涯にわたって毎年同額の消費を行うものとする。また,利 子率はゼロとす

る 。
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[No.13】A財,B財 の み が 生 産 さ れ て い るマ ク ロ経 済 を考 え る。基 準 年(t-0)及 び比 較 年

(1=1)に おい て,A財,B財 の価 格(伽,伽)及 び数 章(qtA,qtB)は,以 下 の表 の とお りで あ る。

この とき,比 較 年 にお け るGDPデ フ レー ター(基 準年 を100と した値)は い くらか。

1.100

2.120

3.125

4.130

5.150

基準年 比較年

価格 (POA,POB)一(1,1) (PiA,PIB)一(1・1・5)
、

i数量

(付加価値)
((ZOA,(70B)=(400,600).

}

(σ1ん(71B)==・(750,500)

[No.14】 内生 的 成長 の例 と して,以 下 のマ ク ロ経 済 を考 え る。 この経 済 で は,総 人 口L=100

の一 定 割 合 が トウモ ロ コ シの栽 培 を行 う。 オ期 に お け る トウモ ロ コシの栽 培 量Y,は,栽 培 に投 入

され る労働 力Lyt及 び害虫 に強 い品種 の開発 技術 な どに関 す る知識 資本 ス トックの 水準 。曳 に依 存

し,以 下 の生産 関 数 に よって表 され る とす る。

Y,=A,、 乙yt

l期 か ら1+1期 にか けて の知識 資 本 ス トック の水 準 の変 化 は,研 究 開発 活 動 に投 入 され る労働

力L。t及 び知識 資本 ス トック の水準 ・4・に依存 し,以 下 の関係 式 に従 って い る とす る。

A,+1-A,≡ △A,+1=0.005AtLαt

総人 口の うち,ト ウモ ロ コ シの栽培 を行 う労 働 力,研 究 開発活 動 に従事 す る労働 力 が,そ れ ぞれ

96,4存 在 す る。

この経 済 にお け る1人 当 た りの トウモmコ シ栽 培量 の成長 率 はい くらか。

1.0%

2.1%

3。2%

4.4%

5.8%
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KN・.15】 あ る国 のマ ク ロ経済 が次 の よう に示 されて い る。

Y=αK

Y=C十1十G

C=o(Y-T)

7「=tY

△K=1

ここで,Yは 生 産 量(所 得),α は技 術 を表 す定 数Kは 資本 ス トック,Cは 消 費,1は 投 資,

Gは 政府 支 出,oは 限界 消 費 性向,Tは 税 収,tは 税率 で あ り,政 府 は均衡 予 算 に よ る財 政 運 営 を

行 って い る もの とす る。ev・・O.25,c=0.8,t=0.4で あ る とき,需 給 を均衡 させ る投 資 の成 長

率 はい くらか。

1.'1%

2.2%

3.3%

4.4%

5.5%

、

KNo16】20世 紀における経済理論の動向に関する次の記述のうち,妥 当なのはどれか。

1ピ ックスは『価値 と資本』を著し,ワ ルラスによって確立された一般均衡理論を普及させたのみ

ならず,序 数的効用理論の普及やスルツキー方程式の再発見による代替効果と所得効果の区別な

どによつて一般均衡理論の有効性を高めた。

21財 市場の安定条件はマーシャルによって展開されたが,そ れを多数財市場にまで拡張したの

はサミュエルソンであった。しかしサミュエルソンが解明したのは比較静学的安定条件であり,

変数の時間的変化の状態に関する動学的安定条件を考察するには至らなかった。

3一 般可能性定理を提唱したアローは,各 個人が合理的であれば整合性を持った社会的判断が導

出されるとし,所 得の分配状態の優劣に関する社会的合意が民主的な方法によって必ず達成され

ることを厳密に論理的な形で証明した。

4レ オンティエフは産業連関表を考案し,第 二次世界大戦後のソ連の計画経済を指導した。彼の

産業連関分析は,経 済社会を構成する産業間の相互依存的均衡関係を研究の対象としていたが,

一国の経済活動の水準がどのように決定されるかについては分析対象とはしていなかった。

5ゲ ーム理論は,ナ ッシュの独創的研究によって創始され,第 二次世界大戦後にフォン ・ノイマ

ンやモルゲンシュテルンによって精緻化された。ゲーム理論は自己利益を合理的に追求すること

を数理的に解明するものであるため,通 商政策や労使交渉などの応用経済的な場面では一般的に

は用いられない。

一15一 一16一



〔No17】 我が国の財政制度に関する次の記述のうち,妥 当なのはどれか。

1予 算は,ま ず衆議院に提出され審議を受ける。衆議院で審議 議決された後,参 議院でも審議

議決される。衆議院で可決,参 議院で否決された場合,両 院協議会でも意見が一致しなかったと

きは,参 議院から返付されたものを,衆 議院で出席議員の3分 の2以 上の多i数で再可決しない限

り予算は成立しない。'

2国 の一般会計の収入としては租税が挙げられる。租税の中の直接税には個人所得税,法 人所得

税,相 続税などがあり,個 人所得税や相続税が超過累進税率により課税されるのに対 し,法 人所

得税は原則 として比例的に課税される。

3社 会保障関係費は,社 会福祉,社 会保険,公 的扶助及び公衆衛生に分類できる。社会福祉の中

心を占める生活保護は,具 体的には生活扶助,住 宅扶助,教 育扶助,介 護扶助,医 療扶助,出 産

扶助,研 修扶助,金 融扶助の8種 類により構成されるが,こ れらは金融扶助を除いて原則として

現物給付である。

4地 方交付税は,全 国水準の行政サービスを維持するために必要な財源を保障する機能を持って

いる。この交付に当たっては,国 は地方団体に対 しその使途をあらかじめ特定しなければならな

い。地方交付税の94%に 相当する額が普通交付税であるが,こ の普通交付税額は基準財政需要

額(過去3年 間の需要額の平均値)と基準財政収入額(過去3年 間の収入額の平均値)の差に100分

の94を 掛けた額として決定される。

5財 政投融資制度は平成13年 度に抜本的な改革が行われた。この改革以前は,資 金調達につい

ては財投債又は財投機関債 といった市場からの調達によっていたが,改 革後は,郵 便貯金や年金

積立金の資金運用部への義務預託へと資金調達手段が変更された。

、

【No.18】 我が国及び海外諸国の国債に関する次の記述のうち,妥 当なのはどれか。

1.我 が国の部門別資金過不足(対名目GDP比)の 推移をみると,2000年 度以降一貫して非金融法

人企業部門は資金不足であり,ま た,海 外部門も資金不足であった。これらの資金不足を賄 うた

め,一 般政府部門の資金余剰である国債発行残高は累増していった。

2.2011年3月 末現在の我が国の国債の所有者別内訳 をみると,銀 行等が40%程 度,生 損保等が

20%程 度を占める中,海 外の所有者は5%程 度にとどまっている。2005年 以降 国債の所有者

層の多様化を図る取組の一環 として,国 債に係る海外説明会に代表されるような海外向けのIR

活動が行われている。

3.我 が国において10年 債を新たに発行する場合,10年 後の満期には,そ れが特例国債のときは

償還される国債の2分 の1が 一般財源により償還され,残 額については借換債の発行が行われる

のに対し,建 設国債のときは償還される国債の全額が一般財源により償還され,借 換債は発行さ

れない。近年,我 が国では建設国債発行額が特例国債発行額を上回っている。

4.近 年の海外諸国の国債利回り(ユ0年物)を みると,債 務再編の懸念の高まったギリシャの利回

りは,2011年 に入って1%を 下回る水準 まで低下し,ア イルランドの利回D'も2%を 下回って

いる。ソブリンCDS(ク レジット・デフォル ト・スワップ)も2011年 に入り両国とも3%を 下回

るなど急激に低下しており,財 政の持続可能性への市場の懸念が払拭されていない状況にある。

5.中 国の米国債保有額は,近 年 急速に増加している。それにより米国債め需給がひっ迫したた

め,米 国国債利回 り(10年物)は,2000年 代半ばの政策金利の低下 にもかかわ らず,2001年 の

3%程 度から2008年 には7.5%に 達するまでに至った。
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[No.19】

どれ か 。

我が国の財政事情に関するA～Dの 記述のうち,妥 当なもののみを全て挙げているのは

A.1990年 度以降の国 ・地方の財政収支(対名 目GDP比)の 動向を循環的財政収支変動(景気変

動に伴 う受動的な財政収支変動)と構造的財政収支変動(景気変動以外D裁 量的な財政収支変

動)に分けてみると,そ の主たる変動は前者によって生じており,後 者は小さな割合しか占め

ていない。リーマン ・ショック後の世界需要の急減を受け,我 が国においても需要喚起策 とし

て財政出動を行った結果,2009年 度の循環的財政赤字は前年度の約3倍 の規模 となった。

B.2009年 度における国 ・地方の歳出の動向(歳出の前年差の対名目GDP比)に ついて,1990

年代のバブル崩壊後の数度にわたる経済対策と比べると,単 年度における拡大幅 としては同程

度であったものの,そ の内容については,2009年 度の歳出拡大が,公 共投資主体のもので

あったのに対して,1990年 代の経済対策における歳出拡大 は,社 会保障や資本移転の歳出増

加が中心であった。

C.国 ・地方の長期債務残高の推移をみると,債 務残高は過去20年 程度一貫して増加基調で推

移しており,そ の名目GDP比 は上昇を続けている。その要因を基礎的財政収支要因,利 払費

要因(利払費/債 務残高),名 目GDP成 長率要因に分解してみると,1992年 度以降はおおむね

利払費要因が名目GDP成 長率要因を上回っている。

D.社 会保障支出を含めた歳出全体の規模(2005～2009年 の平均)について,銭 が国は名目GDP

比で40%以 下であり,ア メリカ合衆国と同程度の比率である。また,1990年 代前半から2000

年代後半にかけての社会保障支出(対名目GDP比)の 増加について,65歳 以上人口比率の上昇,

高齢者1人 当たりに対する実質社会保障支出の増加,1人 当たり実質GDPの 増加の3要 素に

要因分解すると,我 が国では,65歳 以上人口比率の高まりが,社 会保障支出増加の最大の理

由となっている。

1.D

2.A,B

3.C,D

4.A,B,C

5.B,C,D
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[No.20】 あ る国 にお け る代 表 的個人 は,第1期 に労働 所得1を 稼 ぎ,消 費C・ と貯 蓄Sを 行 い,

第2期 に消費C2を 行 う。 この代 表 的個 人 の効 用 関 数 は

u=C・C2(ul効 用 水 準)

の形 で与 え られ,予 算制 約 式 は

C1十Sニl

C・一(1+r)S(r:利 子 率水 準)

の形 で与 え ちれて い る。所 得 水準 及 び利子 率 水 準 に つい て は1>0,γ>0を 仮定 す る。

労働所 得 課税 利 子課 税 及 び消 費課 税 が この代表 的個人 に与 え る影 響 に関 す るA・B・Cの 記 述

の うち,妥 当 な もの のみ を全 て挙 げて い るの は どれ か。

た だ し,労 働 所 得課 税 は労 働所 得1を,利 子課 税 は利子 収入rSを,消 費 課 税 は消 費C、 及 びC2

を課税 対 象 とし,そ れ ぞれ の税率 を 云,τ,θ とした ときの予算 制約 式 は

(1十 θ)C1一トSニ(1-t)1

(1十 θ)C2={1十(1-=τ)r}S

の形 で与 え られ,課 税 が行 わ れた場 合 には,ど の税 率 もゼ ロ以 上 の値 を とう もの とす る。

A.労 働所得課税20%の みが行われた場合の代表的個人の効用水準 と,消 費課税(従価税)25%

のみが行われた場合の代表的個人の効用水準は等しい。

B.利 子課税25%の みが行われた場合,所 得効果,代 替効果ともに正であるζとにより,第1

期の消費は増加する。
竃

C.利 子課税25%の みが行われた場合,第2期 の消費は減少する。

B

C

C

A

B

A

A

B

1
.

2
.

3

4
.

翫
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KNo、21〕 公的規制に関する次の記述のうち,妥 当なのはどれか。

1.自 然独占が起 こる状況では,複 数の企業が供給するよりも,1社 だけで供給した方が,産 業全

体でみた費用が安 くなることから,政 府の参入規制は正当化され得る。しかし,そ れだけでは独

占が認められた企業が自らの利潤を最大化するように価格を決定し,独 占による超過負担が生じ

ることから,こ の弊害を是正するための手段の一つとして政府による価格規制がある。

2.コ ンテスタブル市場では,参 入 ・退出が制限されており,か つ市場から撤退する際のサンク ・

コストが大きいことから,過 度の競争状態が継続する。したがって,自 然独占市場がコンテスタ

ブル市場であれば,既 存独占企業の利潤はゼロになる。

3.社 会的余剰を最大化する価格規制には,限 界費用価格形成原理 と平均費用価格形成原理がある。

前者では,効 率的な生産を実現できるとともに,独 占企業におけるX非 効率性の発生 も排除でき

る。一方,後 者では,独 占企業の収支均衡が達成できないことから,政 府からの補助金は必要に

なる。

4.プ ライス ・キャップ規制では,年 間の料傘引上げ率の上限を,消 費者物価上昇率から当該産業

の目標コス ト削減率を差し引いた数値 とする6こ の規制が導入されると,被 規制企業は,独 自に

価格を設定する自由がなくなることから,技 術革新や費用削減努力を怠るようになり,政 府に費

用構造を偽って報告するインセンティブを有するようになる。

5.ク リーム ・スキミングとは,完 全競争市場の下,企 業が生産する生産物全体についての収支均

衡が制約としてある場合に,そ の企業がある生産物の販売で得た利潤を,別 の生産物の販売に伴

う損失を穴埋めするために使うことをいう。よって,新 たに参入してくる企業にも,収 支均衡制

約が課される場合,ク リーム ・スキミングを行わせる規制が必要 となる。

【No。22〕

どれ か 。

我が国の経済專精 に関するA～Dの 記述のうち,妥 当なもののみを全て挙げているのは

A.2011年3月 の東日本大震災発生前,我 が国経済は個人消費や企業の設備投資を中心とする

国内民闘需要主導の自律的な景気回復過程にあり,2010年10-12月 期,2011年1-3月 期の

実質国内総生産(季節調整済)は前期比で大幅なプラス成長を達成していた。レかし・震災発生

による需要の急減により,実 質国内総隼産(季節調整済)は2011年4-6月 期には前期比マイナー

ス成長となった。

B.鉱 工業生産は東日本大震災直後に大きな落ち込みを示したが,こ の落ち込みは1995年 の阪

神 ・淡路大震災時の落ち込みとほぼ同程度であった。また,東 日本大震災後に企業の生産活動

が低下した要因についてみると,被 災地においては資本ス トックの殿損による直接的な生産施

設の被害が主因であったが,'被災地以外においては消費者マインドの悪化による需要の減少が

専らの要因であった。.'

C.東 日本大震災後,工 場の被災や物流の滞りなどを背景に,一 時的な供給不足が生じるととも

に,家 計の物価上昇率予想の高まりがみられたが,2011年4月 から同年末にかけての消費者

物価指数(総合,季 節調整済)の推移をみると,同 指数が上昇傾向となることはなかった。

D.実 質個人消費 と実質雇用者所得の動向にはおおむね連動する傾向がみられる。実質雇用者所

得は2009年 以降2011年 初めまで前年同期比でマイナスが継続しているが,こ れにはこの間の

物価下落が最も大きく寄与 している。この結果 としてこの間の実質個人消費 も弱い動きとなっ

ている。

1.B

2.C

3.A,B

4.B,C

5.C,D、
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〔No.23〕 我 が 国 の経 済事 情 に関す る次 の記 述 の うち,妥 当 なの は どれか。

1.GDPギ ャ ップ(内 閣府 試 算 値)の 推移 をみ る と,2009年 半 ばか ら,IT関 連 財 の需 要 の 減 少 を

背 景 に,ア ジ ア を 中心 として生 産 調 整 が 行 わ れ た こ とか ら,我 が 国 の輸 出 は 弱含 み,2010年

10-12月 期 に は,潜 在GDP比 マ イ ナ ス15%程 度 に まで 拡 大 した。 東 日本 大 震 災 後 は,資 本 ス

トックの殿 損 や 電力 供 給 制約 に よ り潜 在GDPが 押 し下 げ られた こ とか ら,2011年4-6月 期 の

GDPギ ャ ツプ はプ ラ ス に転 じた。

2.我 が 国,ア メ リカ合 衆 国,ド イ ツの実 質GDPに つ い て,リ ー マ ン ・シ ョツク前 の2008年7-

9月 期 を100と した 指 数で 比較 す る と,2011年1-3月 期 にお いて,我 が 国や ドイ ツ は既 に リー

マ ン ・シ ョッ ク前 の水 準 を超 えて い るが,ア メ リカ合 衆 国 は リー マ ン ・シ ョック前 の水 準 を下

回 って い る。 これ は,我 が国 や ドイツ の輸 出が,リ ー マ ン ・シ ョツ ク前 の水 準 に復 して い る一 方

で,ア メ リカ合 衆 国 の輸 出 は,依 然 として リー マ ン ・シ ョ ック前 の水準 に は至 ってい な い こ とを

反 映 して い る。

3.1990年 及 び2010年 にお け る我 が 国 の生 産 構造 を付 加 価値 額 を用 い て比 較 す る と,耐 久消 費 財

が1割 強,生 産 ・資 本財 が6～7割 程 度 とな って お り,大 きな変 化 は み られ ない。 他 方,1990

年及 び2010年 にお け る我 が 国 の輸 出構 造 を輸 出金 額 を用 い て比 較 す る と,耐 久消 費 財 の割 合 が

25%か ら15%程 度 に下 が る一 方,生 産 ・資本 財 の割 合 が7割 程 度 か ら8割 近 くまで上 昇 して お

り,消 費 財 か ら生 産 ・資本 財 に重 心 が移 りつつ あ る。

4.2002年 以 降2011年 初 め まで の交易 利得(前 年 差)の 動 向 を み る と,リ ーマ ン ・シ ョ ック を背 景

に一 次産 品価 格 の下落 が生 じた2008年 末 か ら2009年 を除 き,交 易 利得 の増 加 が続 いて お り,海

外 か ら我 が 国 へ の所得 流入 が 拡大 して い る。 また,純 輸 出(前 年 差)の 動 向 を併 せ て み る と,2010

年10-12月 期 及 び2011年1-3月 期 にお い て は,純 輸出 の減少 を上 回 る交 易利 得 の拡 大 が生 じ

て い る。 これ は,純 輸 出の減 少 に よ り失 った所得 よ り も,交 易 条件 の改 善 によ る海 外 か らの所 得

流 入 の方が 大 きい こ とを意 味 して い る。

5.失 業 率 の動 きをみ る と,景 気 が2009年3月 に谷 を付 け るの に先 立 って 改善 を始 め,2009年 半

ば に は4%を 下 回 る水準 まで低 下 した。 しか し,2010年 秋 頃 に始 ま る景 気 の 足 踏 み局 面 で は,

環 境 対応 車 の購 入 補助 政策 や 家電 エ コポイ ン ト制 度 の終 了 に伴 い企 業 が大規 模 な雇 用 調整 を行 プ

た こ とか ら,失 業 率 は大 幅 な上昇 を続 け,2010年 末 には5%台 後 半 に達 した 。
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【No.24】 我 が 国 の金 融 資本 市場 の動 向 に関す る次 の記述 の うち,妥 当 な のは どれか 。

1.日 経 平均 株価 は,東 日本 大震 災発 生直 後,急 激 に下落 した後 も被 害 の規模 や範 囲が甚 大 で あ っ

た こ とを反映 して下落 が継 続 し,震 災 の3か 月後 に は震災 直前 の水 準 よ りも約3割 の下 落 とな っ

た。他 方,1995年 の阪 神 ・淡路 大 震 災 時 には,日 経平 均 株 価 は震災 発生 直 後 に は急 激 に下 落 し

た もの の,そ の後 上昇 に転 じ,震 災 の3か 月後 に は震 災直 前 の水 準 を超 えた。

2。 為替 レー トについ て み る と,東 日本 大 震 災発 生 の数 日後 に は1ド ル90円 まで 円安が 進 んだ が,

これ は,震 災 に よって我 が 国経 済 へ の深 刻 な打 撃 が懸 念 され た こ とや,1995年 の阪 神 ・淡 路 大

震災 後 に も数か 月 にわた り急 激 な 円安 とな った こ とへ の連 想 か ら,幅 広 く円が売 られ た こ とに よ

る。 しか し,そ の後,我 が 国 と欧米 諸 国 との円買 い の協調 介 入 な どが行 われ た ことか ら,東 日本

大震 災 の3か 月 後 に は震 災直 前 の水 準 に落 ち着 いた 。● 。 ・

3.マ ネ タ リーべ 一 ス につ いて み る と,我 が 国で は2001年 の 量 的緩 和 導入 時以 降 に大 き な拡大 が

み られた が,リ ー マ ン ・シ ョ ック後 の ア メ リカ合 衆 国 の拡 大 ペ ー ス に比 べ る と緩 や か な伸 び で

あった 。 また,2000年 以 降2010年 まで に っい て み る と,我 が 国の マ ネ タ リーべ 一ス の伸 び はマ

ネ ー ス トック(M2)の 伸 び よ りも大 き くな って い る。

4.日 本 銀行 「資 金循 環統 計 」に よる と,銀 行 の預金 量 は2006年 か ら2011年 初 め まで,長 引 く経 済

の停滞 を反映 して減少 傾 向で推 移 してい る。 また,預 金 量 か ら貸 出金 を差 し引 いた預 貸 ギ ャ ップ

を み る と,預 金 の減少 額 が大 きいた め,2009年 以 降 急激 に縮 小 してい る。

5.日 本 銀 行 「資金循 環統 計 」に よ り,2008年 か ら2011年 初 め まで の銀 行 の保 有 資産 の推 移 を み る

と,貸 出の シ ェアが拡 大 傾 向 にあ る一 方,国 債 ・国庫短 期 証 券,株 式 の シ ェア は ともに縮小 して

い る。 この貸 出の シェ アの拡 大 は,民 間 企 業 の現預 金 の減 少 を反 映 した もの と推定 され る。
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〔No.25】 り一 マ ン ・シ ョック を契 機 と した経 済危 機 後 の世界 経済 に関す るA～Dの 記述 の うち,

妥 当 な もの の み を全 て挙 げて い るの は どれか 。

A.IMFに よると,世 界経済全体の実質GDP成 長率は2009年 に前年比マイナス5%を 記録し

た後,緩 やかに回復しつつあるが,2010年 も引き続き前年比でマイナス成長 となった。各国

中央銀行は,景 気の低迷に対応して資産を買い入れるなどの金融緩和策をとっており,特 にブ

ラジルやインドでは,2010年 初めから2011年 前半にかけて,数 次にわたる政策金利の引下げ

を実施した。 し

Bl2010年 の米国経済は,実 質GDPの 約7割 を占める個人消費が持ち直したほか,財 政刺激策

や金融緩和策の下支えもあり,実 質GDP成 長率は前年比で約3%の プラス成長 となった。し

かし,同 年の失業率は10%程 度で高止まりしており,ま た,同 会計年度の連邦財政収支は1

兆 ドルを超える大幅な赤字となっている。

C.中 国は,世 界経済危機からの回復が早 く,2010年 には,名 目GDP,輸 出額,輸 入額のいず

れもが世界第2位 となった。同年における実質GDP成 長率は前年比で約10%の プラス成長を

記録したが,こ れは,我 が国や韓国などに対 して貿易が大幅な黒字 となっており,ζ れ らの

国々を中心に輸出が大きく伸びているためである。

D.2010年 のユーn圏 経済についてみると,全 体として景気は持ち直したものの,経 済状況は

国ごとにばらっきがみられ,財 政危機に揺れたアイルランドやドイツでは,実 質GDP成 長率

が前年比でマイナスとなった6こ のような状況の中,ユ ーロ圏の各国中央銀行は,財 政危機の

解決には輸出の促進が必要 との判断の下,外 国為替市場において単独介入や協調介入を頻繁に

実施した。

奇

ψ

[No.26】 世界の財市場 と一次産品価格に関する次の記述のうち,妥 当なのはどれか。

1.2011年 の原油価格(WTI)の 動向をみると,ド ルの主要通貨に対する増価傾向が進展したこと

を背景に上昇を続け,同 年前半に史上最高値を更新した。他方,同 年の金価格については,世 界

的な景気悪化の影響か ら宝飾向けの貴金属需要が低迷したため,同 年前半に史上最安値を記録し

た。

2。FAO食 品価 格 指数 の 動 向 をみ る と,1990年 代 はそれ以 前 の トレン ドか ら大 き く上 方 にかい 離

す る形 で,価 格 が上 昇 して いた が,2000年 代 に入 る と,遺 伝 子 組 換 え作 物 の広 が りで供 給 が 増

加 す る一 方 で,主 要 な需 要先 で あ る先進 国 経済 が 低迷 した こ とか ら,価 格 は比 較 的安 定 的 に推 移

す る よ うにな った。

3.原 油 の建 玉 にお け る市場 参 加 者 別 の取 引 シェ ア(ニ ュー ヨー ク商 品取 引 所)を み る と,2000年

代 にお いて,リ ー マ ン ・シ ョ ック以 前 は,フ ァ ン ド等 を中心 とす る「非 当業者 」の シェ アが9割 程
一

度 に達 していた が,同 シ ョック以後 は「非 当業 者 」のシ ェア が大 き く低 下 す る一方,生 産 者 ・取 引

業者 等 を始 め とす る「当業者 」の シ ェアが9割 程 度 とな った 。

4.我 が 国,韓 国 及 び ドイ ツの交 易 条件 を み る と,2008年 の原 油価 格 の高騰 局 面 に おい て は,い

ず れ の国 で も悪 化 した が,ド イ ツで は悪化 の程度 が 抑制 され てい る。 ドイ ツで は輸 入価 格 の上 昇

に合 わ せ て輸 出価 格 も上昇 して お り,輸 出製 品 に対 す る価格 転 嫁 が行 わ れて い る可 能性 が あ る一

方,我 が 国,韓 国で は輸 出製 品 に対 す る価格 転嫁 が抑 え られ て い る可 能性 が あ る。

5.バ イオ燃 料 ・バ イ オ マス等 の再 生可 能 エ ネル ギ ー の供 給 量 につ い て,世 界 の一 次エ ネ ルギ ー供

給 量 に 占め る割 合 をみ る と,そ の シ ェア は第一 次 石油 危機 時 と比較 す る と約3倍 となっ てい る も

のの,2008年 に おい て は5%未 満 で あ る。,同シ ェア を先 進 国(OECD諸 国),新 興 国 ・途 上 国 の

それ ぞ れ につ い て み る と,先 進 国 で は20%程 度 に達 す る一 方,新 興 国 ・途 上 国 で は1%未 満 と

な って い る。

瞬

1.B

2.D

3.B,C

4.A,B,D

5.A,C,D

ウ
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[No.27)あ る工場 が同 時期 に製 造 した 蛍光 灯 の寿命 を推定 したい。 無作 為 に100本 を復元 抽 出 し

テ ス トした結果,標 本 平均 は7000時 間,標 本標 準偏 差 は1000時 間 で あった 。 この工 場 が製 造 した

蛍光 灯 の寿 命 の平均 値 に関す る95%信 頼 区間 に最 も近 い の は どれか 。

た だ し,標 準 正 規 分 布 に つ い て,上 側2.5%点 の 値 は1.960,上 側5%点 の値 は1.645,上 側

10%点 の値 は1.282と す る。

[No.28〕 あ る地域 の全有 権者 の中 か ら無作 為 に400人 を選 び,あ る政策 につい て支持 す るか どう

か を調 査 した 結果,支 持 す る と答 えた人 が200人 で あっ た。 この地域 の全 有権 者 の政策 支 持 率 に関

す る95%信 頼 区 間(小 数 点以下 第1位 を四捨 五入)に 最 も近 い の は どれか。

た だ し,標 準 正 規 分 布 に つ い て,上 側2.5%点 の値 は1.960,上 側5%点 の 値 は1.645;上 側

10%点 の値 は1.282と す る。 また,400人 を抽 出 す る こ とは無 限母 集 団か らの抽 出 とみ なす 。

1.(6671時 間,7329時 間)

2.(6804時 間,7196時 間)

3.(6872時 間,7128時 間)

4.(6980時 間,7020時 間)

5.(6984時 間,7016時 間)

ー

舗ー

1。(25%,75%)

2.(30%,70%)

3.(35%,65%)

4.(40%,60%)

、5.(45%,55%)

ー

ー
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[No.29】 分布 に関 す るA～Dの 記 述 の うち,妥 当 な ものの み を全 て挙 げて い るの は どれか 。

A.正 の方向に裾が長い(歪度が正の)左右非対称の単峰型分布について平均値,メ ディアン,

モー ドを計算すると,値 の大きい順からメディアン,平 均値,モ ードとなる。

B.t分 布は,平 均値が1の 左右対称の分布で,標 準正規分布よりも中央部分が相対的に高 くな

る分布であり,自 由度が増す と,標 準正規分布に収束する。

C.カ イ2乗 分布は,観 察されたデータの分布がある特定の分布に一致しているかどうかを検定

する適合度検定に用いられる。

D..F分 布は,重 回帰分析において,複 数の回帰係数をまとめて検定する場合に用いられる。

B

C

D

D

D

A

A

A

B

-
C

-
⊥

9
ρ

り0

4

『D

KNo.30】X,Yの 二 っゐ変 数 の関係 に関 す るA～Eの 記述 の うち,妥 当 な もの の み を全 て挙 げ

て い るの は どれか 。

A.最 小2乗 法によりYをXに 回帰したときの決定係数は,回 帰直線から計算される理論値 と

実績値の相関係数の2乗 である。

B.最 小2乗 法によりYをXに 回帰したときの回帰直線の傾きをうとする。 この とき,Xを

Yに 回帰したときの回髄 線の傾きは必ず 占 になる・

C.π を変数Xの 平 均値,ア を変 数Yの 平均 値 とす る。 この とき,最 小2乗 法 に よ りYをX

に回帰 した ときの 回帰直 線 は必 ず(X,Y)を 通 る。

D.XとYの 共 分散 が正 な らば,XとYの 相 関 係 数 は必 ず負 にな る。

E.XとYを 確 率 変 数 とす る。 この と き,XとYの 共 分 散 がゼ ロで あ れ ば統 計 的 に独 立 で あ

るが,統 計 的 に独 立で あ るか ら といっ てXとYの 共 分散 が ゼ ロで あ る とは限 らな い。

C

E

D

E

C

B

D

C

C

ケ

ヲ

ヲ

ツ

ヲ

A

A

A

B

B
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〔No.31〕 次 の 回帰 モデ ル を最 小2乗 法 に よ り推定 す る。 これ に関 す るA～Dの 記 述 の うち,妥 当

な もの の み を全 て挙 げて い るの は どれ か。

なお,自 由度37の1分 布 の上側2.5%点 の値 は2.026で あ る。

Y=α+β 、Xi+β,X～+u

(Y:被 説 明変 数,X,,X,:説 明変 数α,β、,β2=未 知 のパ ラ メー タ,u:撹 乱項)

A.デ ー タ数 が40,β 、の推定 値 が1.792,そ の標 準 誤 差 がO.457で あ る と き,こ の推定 値 は有

意水 準 を5%と して有 意 で あ る。N

Bn時 系列 デ ー タ を用 い そ推定 した場 合 に,ダ ー ビ ン ・ワ トソ ン比 の値 が ゼ ロに近 い な らば,撹

乱 項 に正 の相 関 が あ る ことが 懸念 され る。 この とき,本 来 有意 でな い推定 結果 を有 意 で あ る と

みな す誤 りを犯 す可 能性 が高 くな る。

C.X,とX,の 相 関 が高 い場 合,決 定 係 数 が小 さ くな る一 方 で,パ ラ メータ の個 別 のt値 は大

き くな る。 この よ うな現 象 は多重共 線 性 と呼 ばれ;こ の下 で推 定 されたパ ラメー タ は最 良線形

不 偏推 定 量 で はな くな る。

D.麗 乱 項 の分 散 が均 ニーで な い場 合,最 小2乗 推 定 量 は最小 の分 散 を有 す る とい う有 効性 を持 つ

が,不 偏 性 と一致 性 を持 た ない。

B

C

D

D

D

A

A

A

B

C
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9
右

9
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これ 以下 は選択 問題 で す。

No.32～No.46の15題 か ら任意 の9題 を選 んで 解答 して くだ さい 。

解答 は,問 題番 号 に該 当す る答 案 用紙 の番 号 欄 に記 入 して くだ さい。

【No.32〕,高 度経済成長期の我が国経済に関する次の記述のうち,妥 当なのはどれか。

1.1950年 代半ば,我 が国経済は神武景気 と呼ばれる,経 済の拡大 と物価の安定の双方が達成さ

れる好景気 となった。この好景気は,1955年 に朝鮮戦争が始まったことによる特需により一層

の拡大を遂げたものの,同 年における国際収支は,赤 字額が前年よりも拡大した。

2.1959年 から1961年 にかけては,岩 戸景気と呼ばれる長期間の好景気となり,電 気洗濯機 ・掃

除機などの家庭電化ブームが起こるとともにテンビ放送も開始された。一方,電 力業では電力再

編成が実行され,地 域別の九つの電力会社が発足した。

3.1960年 代には,我 が国は1965 .年不況 と呼ばれる不況に見舞われた。この時期には,大 手特殊

鋼メーカーが倒産したほか,株 価の低迷など証券不況により大手証券会社の経営が危機的状況た'

陥り,い わゆる日銀特融が実施された。

4.1960年 代後半,輸 出や設備投資にけん引され,我 が国経済は80か 月を超 える当時における戦

後最長の好景気が始まり,い ざなぎ景気と呼ばれた。いざなぎ景気の時期ゐ後半には,さ らなる

経済成長を目指して政府によって国民所得倍増計画が打ち出される一方,生 活向上を求める炭鉱

労働者によって三井三池闘争が起 こされた。

5.1950～1960年 代の経済成長の過熱化への反省から,1970年 代初めに田中角栄内閣によって日

本列島改造論が提唱され,国 土開発の抑制や公害対策が主要な目標 とされるに至った。このため

第一次石油危機直前の1972年 には,地 価や消費財価格が下落傾向を示 し,同 年の消費者物価は

前年比でマイナスとなった。

&

f
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置No、33】20世 紀前半の世界経済史に関する次の記述のうち,妥 当なのはどれか・

1.ロ シアが第一次世界大戦中に革命によって債務が返済できな くなると,英 国は最も大きな影響

を受けることになり,戦 後,債 務不履行に陥った。この問題を解決することを目的として招集さ

れたワシントン会議ではドーズ案が策定され,そ の結果,英 国の債務はその大部分が免除される

ことになった。

2.第 一次世界大戦の敗北により賠償支払義務 を課されたドイツは,そ の支払のために主にイタリ

アから大規模な資本輸入を行うとともに,巨 額の増税を行ったため,深 刻なデフレーションに

陥った。このため,1920年 代半ばの『ローザンヌ会議により賠償金の支払が打ち切 られた・'

3.フ ランスは,第 一次世界大戦に対して中立の立場をとりながらも,協 商諸国に資本を積極的に

輸出した。この資本輸出は同国に大量の金をもたらしたので,1920年 代前半にこれを準備 とし

て銀本位制から金本位制に移行した。

4.米 国は,第 一次世界大戦中に巨額の対外貸付を行い,純 債務国から純債権国に転換した・戦後

は民間資本を中心に対外貸付を行ったが,1920年 代後半に国内で株式投機が発生し,ま た・世

界各国で景気が後退した。このような状況の中,1929年 の株価暴落を契機 として世界各国から

大量の米国資本が引き揚げられた。

5.我 が国は,日 英同盟に基づき第一次世界大戦に参戦した。その際,日 露戦争で獲得した賠償金

によって,西 原借款 と呼ばれる政治借款を英国に供与した。また,戦 後には・我が国は金輸出を

解禁し,1920年 代末 まで金本位制を継続した。

〔No.34〕 世界 の労働 市場 に関す る次 の記 述 の うち,妥 当な の は どれ か。

1.世 界 の生 産 年齢 人 口(15～64歳)は2010年 で は約65億 人 となっ てお り,そ の う ちア ジア 地 域

が 約4割,ア フ リカ地域 が約3割 を 占 めて い る。 また,2010年 の労働 力 人 口を2000年 と比 較 す

る と,ASEAN諸 国 は15～25%程 度 の 増 加 が み られ るが,中 国 は人 口政 策 の影 響 もあ り5%程

度 の減 少 とな って い る。-

2.1990年 か ら2000年 代 後 半 にか けての業 種 別 の就 業者 数 の推 移 につ い て み る と,ア メ リカ合 衆

国,EUな どの先進 国で は製造 業 が増 加 して い る。一 方,ASEAN,ブ ラ ジル な どの新興 国 で は

製 造業 が減 少傾 向 にあ る ものの,卸 ・小 売 業,ホ テル,飲 食 等が大 幅 に増加 して い る。

3.失 業率 につ い て み る と,ア メ リカ合 衆 国 で は,世 界 金 融 危機 後 の2009年,2010年 に は2008

年 と比 較 す る と高 い水 準 とな った。一 方,ア ジ ア地域 の 中 国,イ ン ドネ シア,タ イ にお いて は,

ア メ リカ合 衆 国 と異 な り,世 界金 融 危 機 後 の2009年,2010年 の失 業 率 は2008年 と比 較 して大

き くは上 昇 しな か った。

4.賃 金(製 造業 月額 賃 金)に っ い て み る と,ア メ リカ合 衆 国 や我 が 国 で は1980年 代 以 降,上 昇率

の低 下が 続 いて お り,新 興 国 の 中国 で も2000年 代 前 半 以 降 ア メ リカ合衆 国 と同程 度 の 上 昇率

に低 下 して い る。 また,2008年 にお け る製 造 業 の月額 賃 金(ド ル換 算)の 水 準 につ い て ア メ リカ

合 衆 国 を100と す る と,我 が国 は110,中 国 は51,韓 国 は89と な って い る。

5.2005年 にお ける移 住者(出 生 国 以外 に居 住 す る者)に つ いて み る と,受 λ 国 として はア メ リカ

合衆 国 や ドイ ツな どの先 進 国 の ほか,中 国,イ ン ド とい った新興 国 が上位 を 占めて い る一 方,移

住者 出 身国 として はイ タ リアや カ ナダ が 上位 を占 あて い る。我 が国 は,移 住 者 の受入 を大 幅 に増

加 させ る ことを 目的 として,2006年 に興 行 ビザ の発 給 を緩 和 した。

し

◎
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[No.35〕2財2生 産 要 素 のヘ クシ ャー ・オ リー ンの貿 易 モデ ルで労 働人 口が外 生 的 に増 加 した場

合 の効 果 を考 え る。 具体 的 に は,A国 で は,X財 とY財 を生 産 か つ貿 易 してい て,そ れ ぞ れ の財
ユロ ユ

の生 産 に お いて は,資 本Kと 労働.Lを 生産 要 素 と して投 入 して い る。X財 の生 産 関 数 はK3L3

ヱ よ

で表され,Y財 の生産関数はK3L3で 表される。市場は全て完全競争であるとし,A国 はX財

及びY財 を国際価格で自由に輸出入ができるとする。ここではA国 全体での資本の投入量 と財の

国際価格は労働人口の外生的な増加の前後で一定であるとし,ま た不完全特化が常に起 こっている

とする。A国 で労働人口が外生的に増加 してA国 全体での労働の投入量が増加したときにA国 では

何が起こるか。新しい市場均衡でのア,イ,ウ の記述のうち,妥 当なもののみを全て挙げているの

はどれか。 、

ア.X財 の生産 量 が増 える。

イ.Y財 の生 産 量 が増 える。

ウ.資 本 の レ ンタル料 に対 して,賃 金 が相対 的 に下 落 す る。

ウ

ウ

ウ

毛

ア

イ

ア

イ

ア

『⊥

9
臼

9σ

4

rO

〔No.36】 外 国為替 市場 へ の不 胎化 介 入政 策 の効 果 に関 す るA,B,Cの 記 述 の うち,妥 当 な もの

のみ を全 て挙 げ てい るの は どれか 。

A.不 胎化介入政策は,ハ イパワード・マネーを増減させないため,信 用乗数のメカニズムを通

じたマネーサプライへの影響をもたらさない。

B.ポ ー トフォリオ ・バランス効果によれば,通 貨当局が外国通貨買い ・自国通貨売りの介入に

おいて,自 国通貨建て資産の売却による不胎化介入政策を行った場合,投 資家の資産構成にお

いて,外 国通貨建て資産の減少,自 国通貨建て資産の増加をもたらすため,投 資家の外国通貨

建て資産へのリスク ・プレミアムが相対的に低下する。その結果,自 国通貨建ての名目為替

レートの減価が生じる。 ●'

C.シ グナリング効果によれば,通 貨当局が外国通貨買い ・自国通貨売 りの介入において,自 国

通貨建て資産の売却による不胎化介入政策を行った場合,通 貨当局が自国通貨建ての名目為替

レートの減価を意図しているシグナル として投資家が受け取るため,投 資家の名目為替ンー ト

の予想値が減価する。その結果,現 実に自国通貨建ての名目為替レー トの減価が生じる。

1.A

2.A,B

3.A,C

4.B,C

5.A,B,C
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KNo.37】 変 動 為 替 相 場 制 の 下 に お け る 小 国 の マ ク ロ経 済 が 次 の よ う に示 さ れ て い る 。

Y=D十G十E-l

Z=)==80十 〇.9(Y-7「)-1000ゴ

E==20十 〇.5e

l=100十 〇。1(Y-T)-20Qi-0.5e

Y-1000i==2M

(Y:産 出量,D=国 内民 間需要,G:政 府 支 出,E:輸 出,1:輸 入,Tl税 収(一 括 固定 税i:利子率,el為替 レー ト,M:貨幣 供給 量)')

また,国 家 間 の資本 移動 が完 全 で あ り,i=i*=O.02で あ る(i*:外 国 の利 子率)。

G=20,M=100で ある とき,均 衡 予算 が成 立 して い る状況 下 にお ける,均 衡 為 替 ンー ト,

金融 政 策乗 数(貨 幣 供給 量 を1単 位 変化 させた 場合 の産 出量 の変 化量)の 組合 せ として正 しい の は

どれか 。

均衡為替レー ト

1.56

2.56

3.60

4.60

5.62

金 融 政 策 乗 数

1.4

2

1.4

2

1.8

【No.38】 経営組織に関する次の記述のうち,妥 当なのはどれか。

1.ウ ェーバーは,官 僚制組織の特徴として,書 類や文書に基づいて職務が執行されていること,

命令の一元性が階層的な上下関係によって確保されていること,専 門的訓練を受けたフルタイム

(専従)で働 く職員によって構成されているζと,な どを挙げた。また,こ れらの特徴が,職 務遂

行の正確さ,迅 速さ,一 貫性,情 実の排除などに結び付 くと考えた。

2.バ ーンズとストーカーは,生 産や市場が安定していて,技 術革新の速度も遅い環境に直面した

企業では,官 僚制組織に代表される機械的組織の有効性が低下し,役 割を固定化せずに構成員が

柔軟なネットワーク型のヨコの関係で結び付いた有機的組織の方が高い有効性を持つとした。

3.ロ ーレンスとローシュは,環 境の不確実性が低いほど,組 織内の各部門が,公 式化の程度や時

間 ・目標などの志向性に関して異なる方針をとることができ,分 化の程度が高 くなると考えた。

そして,研 究開発部門よりも生産部門の方が分化の程度は高 くなるとした。

4、マーチとオルセンが提唱したゴご箱モデルでは,問 題が発見され,解 決のたあの参加者が任命

され,問 題の解決案が探索され見いだされていくというプロセスが秩序立って進行する状況が,

ゴミ箱を空にする行為に例えられている。そして,こ うしたプロセスを合理的に行 うための規範

的方法を,規 則やルールによって事前に定めてお くことの重要性が指摘された。

5.フ ェファーとサランシックが提唱した組織問関係論の資源依存モデルでは,相 手企業の保有す

る経営資源への自社の依存度と,相 手企業が自社に及ぼすパワーの強さとは,相 関関係がないこ

とが指摘された。このモデルによると,重 要な経営資源を保有している相手企業 との取引依存度

を積極的に高めていくことが必要 とされる。

♪
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[No.39〕 競争 戦 略 に関す る次 の記述 の うち,妥 当 な の は どれか 。

1、 戦 略 グル ー プ とは,相 互 に類 似 した 競争戦 略 を採 用 す る企業 の集合 で ある。一 般 的 に異 な る産

業 に属 す る企 業 は,異 な る戦 略 グル ー プ に属 す る こ とが 多 く,こ の こ とが高収 益 企業 の多 い産 業

と少 な い産業 の違 い を生 み出す 原因 と考 え られて い る。 また,同 一産 業 内で ぽ,戦 略 グル ー プ は

一 つ しか存在 しな い のが一般 的 で あ るた め
,同 一産 業 内 で は企 業 間 の収益 性 の差 は持 続 的 に は観

察 され ない 。

2.セ グ メ ンテ ー シ ョン とは,自 社 製 品 ・サ ー ビス が,他 社 が提 供 す る もの とは異 な る こ とを顧客

に認識 させ,高 い価 値が あ るこ とを認 めて も らえる よ うに努力 す る こ とを意味 す る。 この実 現 の

た め には,自 社 製 品 ・サー ビス の本 質 的内容 で はな く,プ ロモー シ ョンや 流通 チ ャ ネル政 策 に注
へ

意を払 うことが重要 とされる。

3.範 囲の経済 とは,取 り扱う製品範囲を特定領域に集中させることで,費 用の削減がもた らされ

る効果のことである。この概念を用いれば,生 産工程で主産物 と副産物の双方が発生する場合;

主産物 と副産物を別個の企業が生産 ・販売する方が,一 つの企業で生産 ・販売するよりも費用の

合計が小さくなることが説明できる。

4.産 業の中で最も市場シェアの大きい「リLダ ー」の地位を確保し続けた企業は,提 供する製品の

累積生産量を他仕よりも先に大きくすることができる。 このため,経 験効果によって,産 業内で

最も低コス トを実現する企業としてのポジションを維持することができ,コ ス ト・リーダーシッ

プに基づ く競争優位の実現が可能となる。

5。製品ライフサイクルが導入期を過ぎ,成 長期に入ると,市 場規模が急速に拡大する。この成長

期の段階では,自 社ブランドの確立 よりも市場に製品そのものを認知させることが重要であり,

マスコミを利用したプロモーションや流通チャネルの急速な拡大などは,望 ましくないと考えら

れている。

KNo.40】 我が国企業の経営に関する次の記述のうち,妥 当なのはどれか。

1.第 二次世界大戦前の財閥の解体を目指 したGHQの 指示により,1950年 代初めに独占禁止法

が制定 され,同 法によって,純 粋持株会社は禁止されることとなった。しかし,サ ンフランシス

コ講和条約の締結に伴い,純 粋持株会社は1962年 に解禁され,こ れ以降,大 手都市銀行を中核

とした銀行系企業集団が形成されていった。

2.我 が薗経済の高度成長に伴い,1960年 代後半以降,我 が国企業の事業多角化が進展した。大

手都市銀行が系列融資によって企業に資金を提供したため,合 併 ・買収が盛んに行われることと

なり,こ れによって広範な産業に多角化したコングロマリットという我が国独自の企業形態が,

この時期に出現 ・普及し一大ブ7ム となった。

3.1990年 の商法改正によって,株 式会社の設立時の最低資本金制度が撤廃され,資 本金が1円

でも株式会社を設立できるようになった。しかし,ITバ ブル崩壊後に企業倒産が相次いだため,

2006年 に施行された会社法では,債 権者保護の観点から,株 式会社の最低資本金が1000万 円に

引き上げられた。

4.2006年 に施行された会社法では,株 式会社において委員会設置会社という形態が認められた。

委員会設置会社では,指 名委員会,報 酬委員会,監 査委員会の三つの委員会が設けられており,

それぞれの委員会は5名 以上からなる。これらの委員会があるために,委 員会設置会社では,取

締役会を設けたり,取 締役を指名 したりする必要はないが,監 査委員会のほか,最 低1名 の監査

役を置 く必要はある。

5.2006年 に会社法が施行された際に,有 限会社法は廃止 されたが,以 前から存在 していた有限

会社には,特 例有限会社として存続する選択肢が残されることとなった。特例有限会社には,決

算公告義務が課されず,取 締役等の任期の定めもないなどの特徴がある。'
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KNo.41】 経済的自由権に関するア～オの記述のうち,判 例に照らし,妥 当なもののみを全て挙げ

ているのはどれか。

ア.一 般に職業の許可制は,単 なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて,狭 義におけ

る職業の選択の自由そのものに制約を課するもので,職 業の自由に対する強力な制限であるか

ら,そ の合憲性を肯定し得るためには,原 則 として,重 要な公共の利益のために必要かつ合理

的な措置であることを要する。

イ.公 衆浴場法による公衆浴場の適正配置規制は,既 存公衆浴場業者の経営の安定を図ることに

より,そ の経営を健全ならしめ,ひ いては衛生設備を充実させることをその目的としているが,

自由競争原理による経済体制下においては,、逆に競争によって衛生設備の向上が図られること

,は 容易に肯認し得るし,ま た衛生設備の低下に対しては行政上の監督によるほか許可の取消し

という手段によって対処することができ,衛 生上の基準に係る許可条件の上に地域的制限を行

うことの必要性及び合理性を見いだすことはできず,憲 法第22条 に違反する。

ウ.憲 法第22条 第2項 の「外国に移住する自由」には外国へ一時旅行する自由をも含むものと解

すべきであるが,外 国旅行の自由も公共の福祉のために合理的な制限に服すると解すべきであ

り,旅 券発給を拒否することができる場合 として,旅 券法(当時)が「著しく且つ直接に日本国

の利益又は公安を害する行為を行 う虞があると認めるに足 りる相当の理由がある者」と規定 し

たのは,外 国旅行の自由に対し,公 共の福祉のために合理的な制限を定めた・ものとみることが

でき,憲 法第22条 第2項 に違反しない。

エ .旧 自作農創殺特別措置法に基づく農地の買収は,買 収された農地が買収申請人に売り渡され

るという点において,蒋 定の者が利益を享受するものということができ,公 共性を有すると認

めることはできないが,対 象 となった農地の地主が有する権利は憲法が想定する近代的土地所

有権が確立する前に取得されたものであり,憲 法第29条 に違反しない。

オ.憲 法第29条 第3項 にいう「正当な補償」とは,そ の当時の経済状態において成立すると考え

られる価格をいうのであって,私 有財産を公共のために用いる場合における補償は,常 に当該

価格と完全に一致することを要するものであるから,土 地が都市計画事業のために収用され,

当該土地に建築制限が課されたことによって地価が下がった場合における当該土地の所有者へ
'
の補償は,地 価変動後の価格による補償をなす必要がある。

【No.42】 国会に関する次の記述のうち,妥 当なのはどれか。

1.国 会の常会は,毎 年1回 召集され,会 期は150日 間であるが,会 期の延長が1回 に限 り認めら

れ,会 期の延長の決定については,両 議院の議決が一致しないとき,又 は参議院が議決しないと

きは,衆 議院の議決したところによるという衆議院の優越が認められている。

2.両 議院の意思の調整を図る機関として,両 院協議会があり,予 算の議決,法 律案の議決及び条

約締結の承認の議決については,衆 議院と参議院で異なった議決をした場合,必 ず両院協議会を

開くこととされ,ま た,両 院協議会で議決された成案は,両 院協議会を求めた議院においてまず

審議され,次 いで他の議院に送付されるが,成 案にっいて更に修正することはできないこととさ

れている。

3.両 議院の本会議及び委員会は,い ずれも原則公開であり,こ れらを秘密会とするためには,出

席議員の3分 の2以 上の多数で議決する必要がある。

4.議 院の決議は,議 院の意思の表明であり,一 般には,法 律と同様の拘束力を有するものではな

いとされるが,衆 議院の内閣不信任決議及び参議院の内閣総理大臣問責決議については,こ れが

可決された場合,内 閣は,10日 以内に衆議院が解散されない限 り,総 辞職をしなければならな

いという法的効果を伴う。

5.両 議院は,議 院の自律権の一つとして,議 員の懲罰権を有する。議事堂内の行為のみならず,

議事堂外における議員としての活動中の行為についても,院 内の秩序を乱したと判断されるもの

は懲罰の対象 となり,ま た,懲 罰のうち除名については,議 員の地位を失わせるものであるため,

各議院の総議員の3分 の2以 上の多i数による議決が必要とされる。

1.ア,ウ

2.ア,エ

3.ア,ウ,エ

4.イ,ウ,オ

5.イ,エ,オ

一41-・ 一42一



[No。43】 内閣に関する次の記述のうち,妥 当なのはどれか。

1.内 閣は,そ の職権を行うに当たっては閣議によることとされているが,閣 議の運営の大部分が

長年の慣行に委ねられており,そ の議決方式については,構 成員の過半数の賛成による.こととさ

れているρ

2.内 閣が法律案を国会に提出することは,立 法作用そのものには含まれず,国 会を「国の唯一の

立法機関」とする憲法第41条 には違反せず認められるが,内 閣が憲法改正の原案としての議案を

国会に提出することは,憲 法を尊重 ・擁護 する義務を課する憲法第99条 に違反し認められない

とされている。

3.内 閣総理大臣は,閣 議を主宰し,閣 議にかけて決定した方針に基づいて行政各部を指揮監督す

るが,閣 議にかけて決定した方針が存在しない場合でも,内 閣総理大臣は,少 なくとも,内 閣の

明示の意思に反しない限り,行 政各部た対 し,そ の所掌事務について一定の方向で処理するよう

指導 助言等の指示を与える権限を有するとするのが判例である。

4.内 閣総理大臣に事故のあるとざ 又は内閣総理大臣が欠けたときには,そ のあらかじめ指定す

る国務大臣が臨時に内閣総理大臣の職務を行うが,こ の内閣総理大臣の臨時代理の権限の範囲に

ついては内閣法に規定があり,内 閣総理大臣の臨時代理は,内 閣総理大臣の一身専属的な権限で

ある衆議院の解散権及び国務大臣の任免権 は有しないが,自 衛隊の指揮監督権は有すると定めら

れている。

5.国 会で議決された法律には,内 閣総理大臣が署名 し,主 任b国 務大臣が連署することが必要 と

されているが,こ の署名と連署は,法 律が正当に成立したことを公証する編制の行為であり,署

名 と連署を欠いた法律は有効に成立しない。

(参考)日 本国憲法

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣,国 会議員,裁 判官その他の公務員は,こ の憲法を尊重し擁

護する義務を負ふ。

て

〔No.44】 いわゆる権利能力のない社団に関するア～オの記述のうち,判 例に照らし,妥 当なもの

のみを全て挙げているのはどれか。

ア.団 体として組織を備え,代 表の方法,総 会の運営,財 産の管理その他団体としての主要な点

が確定してさえいれば,団 体そのものの存続のための条件の一つとして団体の構成員の変更が

許されない場合でも,権 利能力のない社団であると認められる。

イ.権 利能力のない社団の資産である不動産について,登 記上の所有名義人 となった代表者がそ

の地位を失い,こ れに代わる新代表者が選任されたときは,新 代表者は,旧 代表者に対して,

当該不動産について自己の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求めることができる。

ウ.権 利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は1社 団の構成員全員に

一個の義務として総有的に帰属し,社 団の総有財産だけがその責任財産となり,構 成員各自は,

取引の相手方に対 し個人的債務ないし責任を負わない。

エ.権 利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務二については,=構成員各自

は,取 引の相手方に対し個人的債務ないし責任を負わないのが原則であるが,債 権者を保護す

る観点から,権 利能力のない社団の代表者は,補 充的に,当 該債務について責任を負う。

オ.権 利能力のない社団は,法 人格を有しないため,社 団の名において訴えを提起することはで

きないが,社 団の名において法律行為をすることは認められており,権 利能力のない社団の資

産である不動産については,社 団の代表者が個人の名義で所有権の登記をすることができるほ

か,社 団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をすることもできる。
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【No.45】 不動産物権変動と対抗要件に関するア～オの記述のうち,判 例に照らし,妥 当なものの

みを全て挙げているのはどれか。

ア.Aの 死亡により,子B及 びCがA所 有の土地を共同相続したが,Cが 相続を放棄した。その

後,Cの 法定相続分に相当する部分について当該土地を差し押さえたCの 債権者Dに 対し,B

は登記なくして当該土地の単独所有権を対抗することができる。

イ.Aは,B所 有の土地について平成4年3月 から占有 を続け20年 後に時効取得 したがその登

記を備えていなかったところ,平 成24年4月 にBか ら当該土地を買い受けたCに 対し,登 記

なくして当該土地の所有権を対抗することができる。

ウeAが,自 己所有の土地をBに 譲渡したがその登記を備えないうちに,AB問 の物権変動につ

き背信的悪意であるCに も譲渡し,さ らに,CがAB問 の物権変動につき善意 ・無過失のDに

当該土地を譲渡した場合において,Aか らC,Cか らDへ と所有権移転登記がなされていると

きは,Bは,Dに 対し,登 記なくして当該土地の所有権を対抗することができない。

エ.AB間 において,A所 有の土地にBの 通行地役権が設定された後,い まだBが 通行地役権の

登記を備えないうちに,Aが 通行地役権の存在につき善意のCに 当該土地を譲渡し,Cへ の所

有権移転登記がなされた場合は,当 該土地がBに よって継続的に通路として使用されているこ

とが物理的状況から客観的に明らかとなっており,Cが そのことを認識することが可能なとき

であっても,Bは,Cに 対し,登 記なくして通行地役権を対抗することができない。

オ.AはBに 自己所有の土地を仮装譲渡し,所 有権移転登記がなされた。その後,Bは,仮 装譲

渡の事実を過失なくして知らず当該登記を信じたCに,当 該土地を譲渡した。この場合におい

て,Cは,Aに 対し,登 記なくして当該土地の所有権 を対抗することができない。
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【No.46】 債権者代位権に関するア～オの記述のうち,妥 当なもののみを全て挙げているのはどれ

か。ただし,争 いのあるものは判例の見解による。

ア.債 権者代位権は,債 務者の責任財産を保全するため,債 権者が債務者に代わって債務者の権

利を行使し,強 制執行の準備手続をすることを認めるものであり,取 消権 ・解除権等の,性 質

上強制執行の目的とならない債務者の権利は,債 権者代位権の目的とすることができない。

イ.名 誉を侵害されたことを理由とする被害者の加害者に対する慰謝料請求権は,名 誉 という被

害者の人格的価値の回復を目的とするものであるが,金 銭の支払を目的とする債権である点に

おいては一般の金銭債権 と異なるところはなく,被 害者が当該請求権を行使する意思を表示し

た時点から,債 権者代位権の目的 とすることができる。

ウ.債 権者代位権を行使し得る範囲は,債 権者の債権を保全するために必要な限度に限られるべ

きであり,債 権者が債務者に対する金銭債権に基づいて債務者の第三債務者 に対する金銭債権

を代位行使する場合においては,債 権者は自己の債権額の範囲においてのみ債務者の債権を行

使 し得る。

エ.債 権者代位訴訟における原告は,債 務者 自身が原告になった場合と同様の地位を有するもの

であり,第 三債務者である被告の提出した,債 務者に対する債権を自働債権 とする相殺の抗弁

に対し,代 位債権者である原告の提出することができる再抗弁は,債 務者自身が主張すること

のできる再抗弁事由に限られる。

オ.交 通事故の被害者が,当 該交通事故に係る損害賠償債権を保全するため,加 害者である債務

者の有する自動車対人賠償責任保険の保険金請求権を代位行使する場合は,代 位債権者の債権

は,代 位行使の目的である債権によって本来担保されるべき関係にあるものであり,債 務者の

資力が債権を弁済するについて十分でないことを要するものではない。
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